
１ おくやみ対応の負担軽減への取組 

 

まず、「区役所のおくやみ対応の負担軽減への取組」について伺います。 

日本は本格的な高齢社会を迎え、今後も、いっそう高齢化が進んでいく状況で

す。 

これに伴い、死亡者数も増加し、区役所の窓口でも、死亡の手続きが今後ますます

多くなると思われます。 

私は、これまでも、死亡の際に必要となる、多くのおくやみ関係の手続は、複数

の課の窓口での手続が必要となり煩雑だなどといった声や、手続きの簡素化を求

めるご意見を当局にお伝えしてきました。 

例えば政令市では、神戸市が以前から「おくやみコーナー」を設置しています。 

身近な人が亡くなった後の区役所での手続きについて説明するとともに、申請書

の作成をお手伝いするなど、必要な手続きを少しでも軽減するようサポートして、

非常に好評であると聞いています。 

また、神戸市の手法は、手続き自体は、案内に従いご遺族が各課を廻る手法で

すが、私は、全ての手続きを１か所の窓口で完結できれば、ご遺族にとっては、より

便利だと考えています。 

本市で、それらが実施されていないということは、何らかの課題があるのではな

いかと思います。 

そこで、 

 

（１）おくやみ手続を１か所で完結させることの課題について、区政支援部担当部長

にお伺いします。 

 

 【答弁】 

おくやみ手続を1か所で完結させる場合、複数の課にわたる手続きを行う必要がありま

す。導入済の自治体への聞き取りによると、 

・混雑した場合、別々の窓口で手続きを行うよりもかえって待ち時間が長くなる 

・手続きの内容によっては各窓口に並び直していただく場合もある 

・全ての手続きの内容に精通した職員が必要になる 

といった課題があります。 

 

 １か所で完結させるための課題については分かりました。 

しかし、現状ワンストップの窓口が難しいとしても、必要な手続きを円滑に済ませ

たいという市民のニーズがあることは、ご承知かと思います。 

そこで、 

 

（２）課題を踏まえたおくやみ手続に関する本市の考え方について、局長にお伺い

します。 

 

 【答弁】 



本市の18区役所、全てにおきまして、窓口手続きの待ち時間が長くならないよう取り

組んでおります。とりわけ、久保先生ご指摘のおくやみの手続きにつきましては、多岐に

わたり、わかりにくい面がございますので、 

・各区役所の入口にある総合案内でのご案内 

・最初に届出を行う戸籍課におきまして必要な手続や一覧表のお渡し 

・フロア案内のサービス員による書類の記載補助や付き添い 

などを行いまして、各課の職員が連携して効率的に取り組んでいます。 

 

おくやみ対応については、１か所で完結させることも有益ですが、一方で何枚も

書類を書かなければならないことが大変だという声も頂いています。 

例えば、75 歳以上の方が亡くなった際は、後期高齢者医療保険の資格喪失届、

介護保険の資格喪失届、場合によっては葬祭費の請求などが必要です。さらに世

帯主が死亡の際には、世帯主変更の手続きも必要です。 

そこで、 

 

（３）市民の負担軽減に係る今後の取組について、局長にお伺いします。 

 

 【答弁】 

おくやみ対応においては、複数の手続きが必要になるために、各窓口で届出書等の書

類を記入する必要があります。 

それらの書類には氏名や住所といった共通の内容もありますので、 

何度も同じ内容を記載しなくても済むよう、 市民の皆様の負担軽減の取組に向けて、 

マイナンバーカード あるいはデジタル技術等を活用した方法を含め、 

関係局と調整し、検討してまいります。 

 

 

また、他都市では、「おくやみパンフレット」を導入している事例が多数あります。 

本市でも、既に青葉区が導入しています。 

是非とも全区に同じようなパンフレットを導入することを、重ねて強く要望してお

きます。 

 


